
新型コロナウイルス
感染症対策について

牛久市 保健福祉部
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緊急事態宣言・外出自粛・休業要請

患者の全数届出・行動調査・医療検査体制の整備

国・県の取組み１.

新型コロナウイルス感染症は、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律」 に基づいて実施しております。

法律に基づき、国・県・市での役割があり、
相互に協力して実施しています
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茨城県の取組み 茨城版コロナNext Ver.2１.
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茨城県の取組み 茨城版コロナNext Ver.2１.

7月3日から ｓｔａｇｅ2 20日から強化

●県民：外出自粛はしない。
東京都への不要不急の移動等自粛

●事業者：休業要請はしない。
●イベント：自粛要請はしない
●学校：通常授業・通常登校・部活動実施・給食実施

＊高齢者（概ね70歳以上）、基礎疾患をお持ちの方、妊婦は
十分に注意する。
＊施設やイベントなどは、ガイドラインに沿った感染予防対策
の徹底が条件。

＊施設やイベントごとに、「いばらきアマビエちゃん」を登録。

感染予防
対策の

徹底が条件
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１. 茨城県の取組み いばらきアマビエちゃん

ガイドラインに沿って感染防止

に取り組んでいる事業者を応援

するとともに、

感染者が発生した場合に、その

感染者と接触した可能性がある

方に対して注意喚起の連絡をす

ることで、感染拡大の防止を図

ることを目的としたシステム
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県などの感染防止対策ガイドラインを遵守している
店舗、施設、講演会、イベントなどの証☝

感染者が発生したとき、
感染者と
「同じ日」に「同じ施設」を
利用した方はメールで
お知らせを受け取ることが
できます。

📩

※メール内では、施設名、日時、感染者に

関する情報は掲載されません

１. 茨城県の取組み いばらきアマビエちゃん

事業者やイベント等の実施は、
登録をすることが開催の前提
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いばらきアマビエちゃん

本日のタウンミーティングも登録しています。
参加の皆様もぜひご利用ください。

・屋内イベントで登録をする

・1回のイベントにつき
1つのQRコードを発行

・登録すると
感染防止宣言書を印刷
できる

・参加者にQRコードを読み
込んでもらう

事業者の登録、利用
者のＱＲコードの読
み取りは、
スマートフォンやパソ
コンが必要。
自分のメールアドレ
スを登録する

原則として、主催者は参加者の
名前や連絡先の把握が必要です。
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2月より情報収集等で経過を注視。

令和2年３月１７日

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。

6月末までに、合計14回、対策本部会議等を開催

情報共有と対策等について話し合いを行っています。

牛久市の取組み２.

新型コロナウイルス感染症は、
「牛久市新型インフルエンザ等対策行動計画」

に基づいて実施しております。

平成29年8月
一部改正

市の主な役割は、
感染予防対策等の情報提供と
予防接種の実施となっています。
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●お客様窓口での感染症予防対策①

・マスクの着用
(場合によりフェイスシールドも着用
して対応)

牛久市の取組み ❶庁舎・施設(バス等含む)の感染予防２
.

・シールドの設置
(バス運転席と料金箱の間の設置)

・手指消毒の設置
（庁舎入り口、バスの乗車口）
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●お客様窓口での感染症予防対策②

・ソーシャルディスタンスの表示
例) 床

例) 椅子

・換気

牛久市の取組み ❶庁舎・施設(バス等含む)の感染予防２.

・入館規制等
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●市職員の感染症予防対策

・体温測定
(出勤前/出勤時）

・シールドの設置
(飛沫防止)

・マスクの着用
(場合によりフェイスシール
ドも着用して対応)

牛久市の取組み ❶庁舎・施設(バス等含む)の感染予防２.
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牛久市独自の取組み ❷経済的支援（子育て世代）２.

支援項目 内 容 担当課

児童手当受給世
帯への臨時特別

給付金

児童手当受給世帯の方
対象児童１人あたり１万円

こども
家庭課

妊婦応援特別給
付金

妊婦（Ｒ２/４/２８～Ｒ３/３/３１）
妊婦１人あたり１０万円

健康づくり
推進課

登園自粛中の保
育料・給食費の
還付

保育施設利用者で登園自粛中、
家庭保育を行った保護者（日割
り計算）

保育課

ファミリーサポー
トセンター事業
の利用料助成

小学校臨時休校期間中利用し
た保護者

こども
家庭課
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２．牛久市独自取り組み
❷経済的支援（中小・小規模事業所、商工会）

給
付

児童扶養手当
受給帯の方

給
付

猶
予
・
減
免

支援項目 内 容 担当課

牛久市事業者支援金
前年度より売上が30％以
上50%未満減少した事業
所。1事業者 一律20万円

商工観光
課

うしくグルグル大作戦

商工会スタンプラリーの補
助金の増額。テイクアウト、
デリバリーのクーポン付チ
ラシを配布

商工観光
課

ハートフルクーポン券
の発行

事業者負担分の軽減
商工観光
課
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牛久市独自の取組み ❸小中学校等の児童生徒２.

給
付

児童扶養手当
受給帯の方

給
付

支援内容 内 容 担当課

4・5月分の給食費相当額の
給付

就学援助制度該当者
学校
教育課

市内子ども食堂へ食材支援 無洗米440㎏の提供
学校
教育課

ＦＭうしくうれしく放送によ
る「うしくみんなで朝の会・
帰りの会」放送

学校休校期間中の小
中学校等の児童生徒

指導課
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牛久市の取組み ❹感染症予防物品支援２.

給
付

児童扶養手当
受給帯の方

給
付

売上減で
固定資産税が
払えない

固定資産税・
都市計画税の
減免

対象者 提供物品（数量）

牛久市医師会 マスク（5,000枚）・フェイスシールド（1,200枚）

牛久市歯科医師会 マスク（4,000枚）・フェイスシールド（1200枚）

児童クラブ マスク（学校休業中）1,000枚

妊婦 マスク（一人１０枚）

医療的ケア児 マスク（希望者に1箱）

行政区 64行政区各1箱（50枚入）

●マスク・消毒薬等の配布

各種団体や企業、個人様からの寄附、市備蓄品、購入物品について
優先的に必要な方に、配布させていただきました。

国や県が行う高齢者施設等への感染症対策物品の配布に協力しています。
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●市民への問い合わせ対応 3月25日～

市民コールセンターの常設

4月18日～5月末：平日だけでなく土日も実施

6月以降：平日のみ実施

実績（７月８日現在） ２６５件の問い合わせ

健康相談３１件 情報確認 ８５件 給付金２２件

その他１４７件

牛久市の取組み ❺相談、寄附受付等２.

●未使用マスク寄附箱の設置

(本庁舎内総合案内・保健センター)

＊ご協力をお願いします。
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●最新の情報(発生状況や感染防止対策、新しい生活様式等)

を様々な方法で市民の方へ届けられるよう努めています。

牛久市の取組み ❻情報発信等２.

防災無線

FMUU

うしくうれしく放送

広報紙

チラシ
ホーム
ページ

メルマガ

SNS

誤った情報や感染者等への誹謗中傷にご注意ください
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牛久市の取組み＋α避難所開設訓練（感染予防対策含む）２.
令和2年6月25日(木)実施

受付で
健康
チェック

２
ｍ
の
間
隔
を
取
っ
て

仕
切
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
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牛久市の取組み ❼今後の取組み２.

●スマホ収納(キャッシュレス決裁)の導入

●ワクチン開発時に備えた予防接種実施に向けての計画

etc…

●児童生徒用 全員分タブレットの購入

●ＰＣＲ検査体制の拡充に向けて、牛久市医師会と竜ケ崎保健

所が現在協議中。市の支援についても検討中。

●サーマルカメラを購入し、公共施設へ導入
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牛久市の取組み ❼今後の取組み２.

●市民向け「家庭での新しい生活様式 保存版ガイドブック」

（わかりやすい感染予防対策を記載）の作成・全戸配布

8月中旬にはポスティングで、全戸配布します。

(案)
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他人に感染させない行動をすることが大切！

市民の皆さんの協力が必要です

３．感染症の拡大を防ぐためには・・

●症状が出ない人（不顕性感染者）がいる。

気が付かないまま、他の人にウイルスを届けているかも・・・

●気が付かないまま、あなたから大切な家族や友人などに

感染させてしまう可能性があります

●一人一人が感染予防のための行動をとることが

新型コロナウイルス感染症拡大予防に繋がります。
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※飛沫は1～2m飛びます。

ひとりの感染者が同時に多くの人へ → クラスター(集団感染)

こまめな

“手洗い ＆ 手指消毒”

が大切です！

〇洗っていない手で

目、口、鼻に触れないように

〇マスク着用

飛沫の飛散抑制と接触感染

予防効果があります

☝感染経路は ❶飛沫 ❷接触 ❸マイクロ飛沫

感染症の拡大を防ぐためには 経路を断つ３.
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新しい生活様式 ❶個人が気を付けること４.
日常生活の各場面別の生活様式

買い物

□ 通販も利用
□ １人または少人数ですいた
時間に

□ 電子決済の利用
□ 計画を立てて素早く済ます
□ サンプルなど展示品への

接触は控えめに
□ レジに並ぶときは前後に

スペース

□ 公園はすいた時間や場所を選ぶ
□ 筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ ジョギングは少人数で
□ すれ違うときは距離をとるマナー
□ 予約制を利用してゆったりと
□ 狭い部屋での長居は無用
□ 歌や応援は十分な距離かオンライン

娯楽

食事

冠婚葬祭などの親族行事

□ 会話は控えめに
□ 混んでいる時間帯は避けて
□ 徒歩や自転車利用も併用する

□ 持ち帰りや出前・デリバリーも
□ 屋外空間で気持ちよく
□ 大皿は避けて料理は個々に
□ 対面ではなく横並びで座ろう
□ 料理に集中,おしゃべりは控えめに
□ お酌・グラスやお猪口の回し飲み
は避けて

□ 多人数での会食は避けて
□ 発熱やかぜの症状がある
場合は参加しない

公共交通機関

□ テレワークやローテーション勤務
□ 時差通勤でゆったりと
□ 会議はオンライン

働き方

基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒

□咳エチケットの徹底
（マスクの着用）

□こまめに換気

□身体的距離の確保

□「３密」の回避
（密集・密接・密閉）

□毎朝の体温測定・健康チ
ェック,発熱またはかぜの
症状がある場合は無理せ
ず自宅で療養
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新しい生活様式 ❷市施設の対応４
.●「新しい生活様式」に基づく施設等の貸出時チェックリスト

25



今後も、感染拡大を最小限とするため、
ご協力をお願いします

ご清聴ありがとうございました
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